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(54)【発明の名称】 有機ＥＬパネル

(57)【要約】
【課題】  ガラス基板となる支持基板と、封止部材との
接合において、接着強度における高い信頼性が得られ、
また封止工程を簡素化することが可能な有機ＥＬパネル
を提供する。
【解決手段】  少なくとも発光層を有する有機層５を透
光電極（第１電極）３と背面電極（第２電極）６とで挟
持してなる有機ＥＬ素子（積層体）９をガラス基板（支
持基板）２上に配設し、有機ＥＬ素子９を覆う封止部材
７を接着剤１０を介してガラス基板２上に配設する有機
ＥＬパネル１に関し、前記第１，第２電極から前記支持
基板の縁部に達するように引き出し形成される電極リー
ド部と、前記支持基板の前記電極リード部が形成される
引き出し領域Ｓ１以外の封止部材７との接合領域Ｓ２に
設けられるスペーサ８とを有し、封止部材７はスペーサ
８及び接着剤１０を介してガラス基板２に配設固定され
てなる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  少なくとも発光層を有する有機層を少な
くとも一方が透光性の第１電極と第２電極とで挟持して
なる積層体を透光性の支持基板上に配設し、前記積層体
を覆う封止部材を接着剤を介して前記支持基板上に配設
する有機ＥＬパネルであって、
前記第１，第２電極の少なくとも一方の電極から前記支
持基板の縁部に達するように引き出し形成される電極リ
ード部と、前記支持基板の前記電極リード部が形成され
る領域以外の前記封止部材との接合領域に設けられるス
ペーサとを有し、前記封止部材は前記スペーサ及び前記
接着剤を介して前記支持基板に配設されてなることを特
徴とする有機ＥＬパネル。
【請求項２】  前記スペーサは、前記電極リード部群が
集中的に形成される前記支持基板の１辺もしくは２辺に
設けられるリード引き出し領域を除く前記接合領域に形
成されてなることを特徴とする請求項１に記載の有機Ｅ
Ｌパネル。
【請求項３】  前記スペーサは、前記電極リード部と同
材料で、前記電極リード部の膜厚さと略同等の膜厚によ
って形成されてなることを特徴とする請求項１もしくは
請求項２に記載の有機ＥＬパネル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、少なくとも発光層
を有する有機層を少なくとも一方が透光性の第１電極と
第２電極とで挟持してなる積層体を透光性の支持基板上
に配設するとともに、前記支持基板上に封止部材を配設
することで前記積層体を収納する有機ＥＬ（エレクトロ
ルミネッセンス）パネルに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】有機ＥＬパネルとしては、ガラス材料か
らなるガラス基板（透光性の支持基板）上に、ＩＴＯ
（indium tin oxide）等によって陽極となる透明電極
（第１電極）と、正孔注入層，正孔輸送層，発光層及び
電子輸送層からなる有機層と、陰極となるアルミニウム
（Al）等の非透光性の背面電極（第２電極）とを順次積
層して積層体である有機ＥＬ素子を形成し、この積層体
を覆うガラス材料からなる凹部形状の封止部材を前記ガ
ラス基板上に紫外線硬化性接着剤を介して気密的に配設
するとともに、前記ガラス基板と前記封止部材とで得ら
れる気密空間内に吸湿部材を配設することで得るものが
知られている。
【０００３】かかる有機ＥＬパネルは、前記透明電極と
前記背面電極とからガラス基板の一辺もしくは二辺にそ
れぞれ引き出し形成される電極リード部を有し、この電
極リード部の末端に形成される電極端子に外部回路から
の駆動信号が付与されることで前記有機ＥＬ素子が所定
の発光をなすものである。尚、前記電極リード部は前記
透明電極と同材料（ＩＴＯ）によって形成され、前記電
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極端子は、クロムやアルミ等の金属膜によって形成され
ることが一般的である。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】このような有機ＥＬパ
ネルは、前記電極リード群が前記ガラス基板の一辺もし
くは二辺に集中的に引き出し形成されるとともに、この
電極リード群上に前記封止部材が紫外線硬化型接着剤を
介して配設される構造となる。従って、前記封止部材は
前記接着剤を介して前記ガラス基板及び前記電極リード
部との異なる材質上に配設されることになり、前記接着
剤の異なる材質への接着力において差異が生じることか
ら、接着強度における高い信頼性が得られないといった
問題点を有している。また、前記電極リード部と前記ガ
ラス基板とでは、わずかながらも段差が生じることにな
るため、この段差を考慮した接着剤の塗布量管理が難し
く、有機ＥＬパネルの封止工程を煩雑にしてしまうとい
った問題点を有している。
【０００５】そこで、本発明は、前述した問題点に着目
し、ガラス基板となる支持基板と、封止部材との接合に
おいて、接着強度における高い信頼性が得られ、また封
止工程を簡素化することが可能な有機ＥＬパネルを提供
するものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明は、前記課題を解
決するため、請求項１に記載の通り、少なくとも発光層
を有する有機層を少なくとも一方が透光性の第１電極と
第２電極とで挟持してなる積層体を透光性の支持基板上
に配設し、前記積層体を覆う封止部材を接着剤を介して
前記支持基板上に配設する有機ＥＬパネルであって、前
記第１，第２電極の少なくとも一方の電極から前記支持
基板の縁部に達するように引き出し形成される電極リー
ド部と、前記支持基板の前記電極リード部が形成される
領域以外の前記封止部材との接合領域に設けられるスペ
ーサとを有し、前記封止部材は前記スペーサ及び前記接
着剤を介して前記支持基板に配設されてなるものであ
る。
【０００７】また、請求項２に記載の通り、前記スペー
サは、前記電極リード部群が集中的に形成される前記支
持基板の１辺もしくは２辺に設けられるリード引き出し
領域を除く前記接合領域に形成されてなるものである。
【０００８】また、請求項３に記載の通り、前記スペー
サは、前記電極リード部と同材料で、前記電極リード部
の膜厚さと略同等の膜厚によって形成されてなるもので
ある。
【０００９】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を添付
図面に基づき説明する。
【００１０】図１から図３において、有機ＥＬパネル１
は、ガラス基板（支持基板）２と、透明電極（第１電
極）３と、絶縁層４と、有機層５と、背面電極（第２電
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極）６と、封止部材７と、スペーサ８とから主に構成さ
れている。
【００１１】ガラス基板２は、長方形形状からなる透光
性の支持基板である。
【００１２】透明電極３は、ガラス基板２上にＩＴＯ等
の導電性材料を蒸着法やスパッタリング法等の手段によ
って形成されるもので、日の字型の表示セグメント部３
ａと、個々のセグメントからガラス基板２の縁部に達す
るようにそれぞれ引き出し形成された電極リード部３ｂ
と、電極リード部３ｂの終端部に設けられる電極端子３
ｃとを備えている。尚、電極リード部３ｂ及び電極端子
３ｃは、ガラス基板２の一辺に集中的に配設されてい
る。
【００１３】絶縁層４は、例えば、ポリイミド系等の絶
縁材料からなり、例えばフォトリソグラフィー法等の手
段によって形成される。絶縁層４は、表示セグメント部
３ａに対応した窓部４ａと、背面電極６の後述する電極
部に対応する切り欠き部４ｂとを有し、発光領域の輪郭
を鮮明に表示するため、透明電極３の表示セグメント部
３ａの周縁部と若干重なるように窓部４ａが形成され、
また、透明電極３と背面電極６との絶縁を確保するため
に電極リード部３ｂ上を覆うように配設される。
【００１４】有機層５は、少なくとも発光層を有するも
のであれば良いが、本発明の実施の形態においては正孔
注入層，正孔輸送層，発光層及び電子輸送層を蒸着法や
スパッタリング法等の手段によって順次積層形成してな
るものである。有機層５は、絶縁層４における窓部４ａ
の形成箇所に対応するように所定の大きさをもって配設
される。
【００１５】背面電極６は、アルミ（Al）やアルミリチ
ウム（Al:Li），マグネシウム銀（Mg:Ag）等の金属性の
導電性材料を蒸着法やスパッタリング法等の手段によっ
て形成されるものであり、有機層６上に配設される。背
面電極６は、透明電極３における各電極部３ｃと隣接す
るようにガラス基板２の一辺に設けられる電極リード部
６ａと電気的に接続される。尚、リード部６ａの終端部
には、電極端子６ｂが設けられ、電極リード部６ａ及び
電極端子６ｂは透明電極３と同材料及び略同等の膜厚に
より形成される。
【００１６】以上のように、ガラス基板２上に透明電極
３と絶縁層４と有機層５と背面電極６とを順次積層し積
層体を形成することで有機ＥＬ素子９が得られる。
【００１７】封止部材７は、例えばガラス材料からなる
平板部材に凹部７ａを形成してなるものである。封止部
材７は、凹部７ａの底面を取り囲むように形成される支
持部７ｂを、例えば紫外線硬化型エポキシ樹脂接着剤１
０を介しガラス基板２上に気密的に配設することで、封
止部材７とガラス基板２とで有機ＥＬ素子９を収納する
気密空間１１を構成する。封止部材７は、透明電極３の
電極端子３ｃ及び背面電極６の電極端子６ｂが外部に露
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出するようにガラス基板２よりも若干小さ目に構成され
ている。尚、気密空間１１内には、図示しない吸湿部材
が、例えば凹部７ａの底面である有機ＥＬ素子９との対
向面に配設される。
【００１８】スペーサ８は、透明電極３の形成工程によ
って同時にガラス基板２上に形成されるもので、透明電
極３と同材料により得られる。スペーサ８は、ガラス基
板２において封止部材７の支持部７ｂにおける平坦面７
ｃとの接合個所に形成されもので、スペーサ８として
は、透明電極３及び背面電極６の各電極リード３ｂ，６
ａが引き出し形成されるガラス基板１の一辺に集中的に
形成されるリード引き出し領域Ｓ１以外の封止部材７と
の接合領域Ｓ２に略コの字状に形成される（図３参
照）。またスペーサ８の膜厚は、各電極リード３ｂ，６
ａの膜厚と略同等（０．１μｍ程度）である。
【００１９】以上の各部によって有機ＥＬパネル１が構
成される。かかる有機ＥＬパネル１は、少なくとも発光
層を有する有機層５を透明電極３と背面電極６とで挟持
した積層体である有機ＥＬ素子９をガラス基板１上に配
設し、有機ＥＬ素子９を覆う封止部材７を支持基板上に
接着剤１０を介してガラス基板１上に配設する有機ＥＬ
パネル１に関し、透明電極３及び背面電極６からガラス
基板２の縁部に達するように引き出し形成される電極リ
ード部３ｂ，６ａを備え、ガラス基板２の電極リード部
３ａ，６ａが形成されるリード引き出し領域Ｓ１以外の
封止部材７との接合領域Ｓ２にスペーサ８を形成し、封
止部材７をスペーサ８及び接着剤１０を介してガラス基
板２に配設固定するものである。
【００２０】有機ＥＬパネル１は、ガラス基板２におけ
る封止部材７の平坦面７ｃとの接合領域において、各電
極リード部３ｂ，６ａが形成されるガラス基板２の一辺
に対応するリード引き出し領域Ｓ１を除く接合領域Ｓ２
にスペーサ８を形成し、このスペーサ８を各電極リード
部３ｂ，６ａと同材料、即ち透明電極３と同材料で、電
極リード部３ｂ，６ａの膜厚さと略同等の膜厚によって
形成するものである。
【００２１】従って、封止部材７は、同材料から形成さ
れるスペーサ８及び各電極リード群３ｂ，６ａ上に配設
されることから、接着剤１０の接着力において、従来の
ように異なる材料による差異が生じないことから、接着
強度における高い信頼性が得られることになる。また、
従来の電極リード部とガラス基板との段差についても、
各電極リード部３ｂ，６ａ群とスペーサ８との膜厚を略
同等とするため、前記段差が生じないため接着剤１０の
塗布量管理を容易にすることが可能となり、有機ＥＬパ
ネルの封止工程を簡素化することが可能となる。
【００２２】また、スペーサ８を透明電極３と同材料に
よって形成することで、透明電極３の形成工程と同工程
によって容易に得ることが可能となり、スペーサ８を形
成する専用の製造工程を必要とすることはない。
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【００２３】尚、本発明の実施の形態では、透明電極３
の材料であるＩＴＯによってスペーサ８を形成するもの
であったが、請求項１に記載のスペーサにあっては、背
面電極６と同材料の金属膜であったり、絶縁層４と同材
料のポリイミド等の絶縁材料によって形成するものであ
っても良く、この場合であっても、前記段差が生じない
ため接着剤１０の塗布量管理を容易にすることが可能と
なり、有機ＥＬパネルの封止工程を簡素化することが可
能となる。
【００２４】また、前述のように有機ＥＬ素子９を構成
する絶縁層４や背面電極６の材料によってスペーサ８を
形成することによって、スペーサ８を形成する専用の製
造工程を必要とせず、各層の形成工程と同時に形成する
ことが可能となり、有機ＥＬパネル１の製造工程自体を
煩雑にすることはない。
【００２５】また、本発明の実施の形態では、電極リー
ド部３ｂ，６ａ及び電極端子３ｃ，６ｂがガラス基板２
の一辺に集中的に配設されるものであったが、これらの
電極リード部３ｂ，６ａ及び電極端子３ｃ，６ｂがガラ
ス基板２の二辺に引き出し形成される場合、この二辺の
引き出し領域を除くようにスペーサ８を形成するもので
あれば良い。
【００２６】
【発明の効果】少なくとも発光層を有する有機層を少な
くとも一方が透光性の第１電極と第２電極とで挟持して
なる積層体を透光性の支持基板上に配設し、前記積層体*
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*を覆う封止部材を接着剤を介して前記支持基板上に配設
する覆う有機ＥＬパネルに関し、支持基板と封止部材と
の接合において、接着強度における高い信頼性が得ら
れ、また封止工程も簡素化することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の有機ＥＬパネルを示す斜
視図。
【図２】同上実施の形態の有機ＥＬパネルの平面図。
【図３】同上実施の形態の有機ＥＬパネルを示す要部断
面図。
【符号の説明】
１  有機ＥＬパネル
２  ガラス基板（支持部材）
３  透明電極（第１電極）
３ｂ  電極リード部
５  有機層
６  背面電極（第２電極）
６ａ  電極リード部
７  封止部材
７ａ  凹部
７ｂ  支持部
７ｃ  平坦面
８  スペーサ
Ｓ１  リード引き出し領域
Ｓ２  接合領域

【図２】 【図３】



(5) 特開２００３－１８７９６１

【図１】



专利名称(译) 有机EL面板

公开(公告)号 JP2003187961A 公开(公告)日 2003-07-04

申请号 JP2001381000 申请日 2001-12-14

[标]申请(专利权)人(译) 日本精机株式会社

申请(专利权)人(译) 日本精机株式会社

[标]发明人 張来英

发明人 張 来英

IPC分类号 H05B33/04 H01L51/50 H05B33/14

FI分类号 H05B33/04 H05B33/14.A

F-TERM分类号 3K007/AB11 3K007/AB18 3K007/BB01 3K007/DB03 3K007/FA02 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107
/CC23 3K107/CC25 3K107/CC45 3K107/DD38 3K107/EE42 3K107/EE54 3K107/EE55 3K107/FF15

外部链接 Espacenet

摘要(译)

解决的问题：提供一种有机EL面板，该有机EL面板在将要成为玻璃基板
的支撑基板与密封部件接合时，能够获得高粘接强度的可靠性，并且能
够简化密封工序。 解决方案：有机EL元件（层压板）9是玻璃基板（支
撑），其中至少具有发光层的有机层5夹在半透明电极（第一电极）3和
背面电极（第二电极）6之间。 基板2）和有机EL面板1，其中通过粘合
剂10在玻璃基板2上设置覆盖有机EL元件9的密封构件7，并且第一电极
和第二电极支撑有机EL面板1。 引出以到达基板的边缘的方式引出的电
极引线部分，以及形成在支撑基板的除了形成有电极引线部分的引出区
域S1以外的接合区域S2和密封部件7中设置的间隔件8。 设置密封构件
7，并通过垫片8和粘合剂10将其固定在玻璃基板2上。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/fded8f17-5766-4493-8b53-36983bdee356
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/027591818/publication/JP2003187961A?q=JP2003187961A

